鮫川村地域づくり人材育成支援補助金交付要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、地域活性化につながるさまざまな分野における人材の育成に資する研修を受講する者を支援し、協働のまちづくりの推進を図るため、予算の範囲内において、鮫川村地域づくり人材育成支援補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付については、鮫川村補助金等の交付等に関する規則（昭和６０年鮫川村規則第１０号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
（補助対象研修）
第２条　補助金の交付の対象となる研修（以下「補助対象研修」という。）は、鮫川村以外の地方公共団体、国、公益法人、地域コミュニティ組織、ＮＰＯ法人等の営利を目的としない団体等が主催する地域づくり、人材育成に関するものその他村長が必要と認めるものとする。
２　前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象研修としない。
（１）個人の利益追求を目的とした資格取得のための研修
（２）申請を行った年度内に開催されない研修
（３）その他村長が適当でないと認める研修
（補助対象者）
第３条　補助対象者は、村内に住所を有する１８歳以上の者で、地域づくりに関心があり、主体的に地域づくりに取り組む意欲のあるもので、村内の住民自治組織又は住民活動団体（以下「団体等」という。）に所属し、現に地域づくりの活動に従事しているものとする。ただし、当該団体等からの補助金の交付申請は、年度内につき、２人を限度とする。
２　前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としない。
（１）村税等の滞納がある者
（２）鮫川村暴力団排除条例（平成２３年鮫川村条例第２９号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員等である者
（補助対象経費）
第４条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象研修の受講に要する受講料及びこれに類するもの並びに研修を受講するための旅費（以下「研修旅費」という。）とする。ただし、他の制度による補助を受けている、又は受ける見込みのある場合は、その経費は補助対象経費としない。
２　研修旅費は、公共交通機関の運賃、有料道路使用料及び宿泊費の実費とし、鮫川村職員等の旅費に関する条例（昭和４１年鮫川村条例第２３号）の規定により算出した額を上限とする。
３　前２項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象経費としない。
（１）タクシー料金
（２）補助対象研修への参加に関係しない旅費
（３）村内で行われる補助対象研修に参加するための旅費
（４）領収書等で確認できない経費
（５）その他村長が適当でないと認める経費
（補助金の額等）
第５条　補助金の額は、補助対象経費の合計額に１０分の１０を乗じて得た額とし、１人当たり５０,０００円を限度とする。
２　補助金の額を算定する場合において、１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
３　補助金は、同一人又は同一団体に対し、年度ごとに1回限りとし、通算２回を限度とする。
（補助金の交付申込み）
第６条　補助金の交付を受けようとする者が所属する団体等の代表者は、鮫川村地域づくり人材育成支援補助金交付申込書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添えて事前に村長に提出しなければならない。
（１）補助対象研修の開催案内の通知
（２）その他村長が必要と認める書類
２　村長は、前項に規定する申込みがあった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を内定し、その旨を鮫川村地域づくり人材育成支援補助金交付内定通知書（様式第２号）により、交付することが不適当であると認めるときは、鮫川村地域づくり人材育成支援補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、補助金の交付を受けようとする者が所属する団体等の代表者に通知するものとする。
（補助金の交付申請）
第７条　前条第２項に規定する通知により内定を受けた者（以下「申請者」という。）は、補助対象研修が終了後、鮫川村地域づくり人材育成支援補助金交付申請書（様式第４号）に次に掲げる書類を添えて、村長に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
（１）補助対象研修に参加したことを証明する書類
（２）研修報告書（様式第５号）
（３）補助対象経費の内容を確認できる領収書等
（４）その他村長が必要と認める書類
（補助金の交付決定）
第８条　村長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認めるときは、補助金の交付を決定し、その旨を鮫川村地域づくり人材育成支援補助金交付決定通知書（様式第６号）により、速やかに申請者に通知するものとする。
（補助金の請求）
第９条　前条の通知により、申請者が補助金を請求しようとするときは、鮫川村地域づくり人材育成支援補助金交付請求書（様式第７号）に、村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。
（補助金の返還）
第１０条　村長は、申請者がこの要綱に違反し、又は不正の手段により補助金を受けたと認める場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
（人材の活用）
第１１条　村長は、この要綱の規定による補助金の交付を受けた者に対して、地域担い手の人材として村の事業等に協力を求め、活用することができるものとする。
（補則）
第１２条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。



附　則
　　（施行期日）
１　この要綱は、令和８年４月１日から施行する。
　　（要綱の失効）
２　この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。
　　（要綱の廃止）
３　鮫川村人材育成研修事業補助金交付要綱は廃止する。

